
第4号様式 (日本 産業規格A列4番)

移動等円滑化取組報告書 (軌道停留場)

(令和6年度)

住  所 大阪市住吉区清水丘三丁目14番72号

事業者名 阪堺電気軌道株式会社

代表者名 取締役社長 藤井 哲

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき、次 のとおり報告します。

前年度の移動等円滑化取組計画書の内容の実施状況

(1)移動等円滑化に関する措置の実施状況

① 軌道停留場を公共交通移動等円滑化基準に適合させ るために必要な措置

対象となる軌
道停留場

現行計画の内容
(計画対象期間及び事業の主な内容)

前年度の実施状況

天王寺駅前

バリアフリー法に基づく停 留場の段差解消に関して、2024
年6月の時点では6停留場で整備を完了している。その他、
併用軌道および乗降人員が3,000人未満の停留場ではホー
ムは幅が狭く、 また多大な費用を要するため、整備計画の
立案等ができていないのが現状。

更新なし

② 軌道停留場を使用した役務の提供の方法に関し法第八条第二項及び第三項の主務省令で定める
基準を遵守するために必要な措置

対 策
現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況

筆記用具 の使
用

乗車券発売所 (3か所)、天王寺駅前集札口では、聴 覚障
害者からの求めに応じ筆記用具を使用する。

計画の通り実施済み

③ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる乗降についての介助、
旅客施設における誘導その他の支援

対 策
現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況

障害者の接遇に
関する民間資格
を持つ職員の配
置

-日当たりの平均利用者数が3000人以上の駅には、交通
事業者向け・バ リアフリー教育訓練プログラム (BEST)を
受講した社員1名以上配置する。 (2022年度)

計画の通り実施済み

④ 高齢者、障害者等が公共交通機関を利用して移動するために必要となる情報の提供

対 策
現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況

乗降補助サー
ビスの提供

乗降補助サービスの事前連絡先を、 ウエブサイトや駅で広
告することにより、取 り組 みの周知を図っている。

計画の通り実施済み

⑤ 移動等円滑化を図るために必要な教育訓練

対 策
現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況

接遇研修の実
施

新たに乗降補助サービスの担当となった社員は、交通事業
者向け・バ リアフリー教育訓練プログラム (BEST)を受講
する。

計画の通り実施済み



⑥ 高齢者、障害者等が高齢者障害者等用施設等を円滑に利用するために必要となる適正な配慮に
ついての軌道停留場の利用者に対する広報活動及び啓発活動

対 策
現行計画の内容

(計画対象期間及び事業の主な内容)
前年度の実施状況

(2)移動等円滑化の促進を達成するために (1) と併せて講ずべき措置の実施状況

(3)報告書の公表方法

当社ホームページ

(4)その他



第4号様式{日本工業規格A列4番)

(令和6年度)

住    所 大阪府大阪市住吉区清水丘三了目14番72号
事 業 者 名  阪堺電気軌道株式会社

代 表 者 名  取締役社長 藤 井 哲

(令和7年3月31日現在)

鉄道事業

者名

共

用

駅

軌道停留場の

名 称

路 線 名 所在都道府

県市町村

都 道 府 23区・郡 町・村

県 ・市 ・区

-日 当 た り

の利 用 者 数
有人 駅 、

無人 駅 の

別

公共 交 通

移動 等 円

滑化 基 準
省令 適 含

の 有 無

段差 へ の

対 応
プラ ッ ト
ホー ム の

数

段差が解

消され て
い る プ

ラ ッ ト

ホーム の

数

エ レ ペ ー

ター の 設 置

基 数

エスカレー

ター の設 置

基 数

そ の 他 の

昇 降 機 の
設 置 基 数

傾 斜 路 の

設 置 箇 所
数

視党 障 害

者誘 導 用
ブ ロ ツク

の設 置 の

有 無

案内設 備

の設 置 の

有 無

障害 者 対
応型 便 所

の設 置 の

有 無

淳害 者 対

応型 改 札

口の 設 置

の 有 無

厚害 者 対
応型 券 売

匿の設 置

の 有 無

車いす使

用者の円

滑な乗降

が可能な

プラット

ホームの

数

転落防止
のた めの

設備の設

置の有無

阪堺電気軌道 恵美須町 … 阪堺 線 大阪府 大阪市 浪速区 399 ス O O 1 1 基 基 基 2 (2)簡所 O 1 0

阪堺電気軌道 新今宮駅前けn 阪堺 線 大阪府 大阪市 西成区 655 メ 0 2 基 基 基 2 箇所

阪堺電気軌道 今池 剛 販堺 線 大阪府 大阪市 西成区 79 メ O 2 基 基 基 簡所

阪堺電気軌道 今船 … 阪堺 線 大阪府 大阪市 西成区 102 ス O 2 基 基 基 1 箇所

阪堺電気軌道 松田町 剛 阪堺 線 大阪府 大阪市 西成区 108 メ 0 2 基 基 基 1 箇所

阪堺電気軌道 北天下茶屋開1阪堺 線 大阪府 大阪市 西成区 96 メ O 2 基 基 基 2 簡所

阪堺電気軌道 聖天坂 硼唱阪堺 線 大阪府 大阪市 西成区 134 メ 0 2 基 基 基 2 箇所

阪堺電気軌道 天神ノ森 ク『1阪堺 線 大阪府 大阪市 西成区 111 メ ○ 2 基 基 基 2 箇所

阪堺電気軌道 束玉出 絆 阪堺 線 大阪府 大阪市 西成区 71 メ 0 2 基 基 基 箇所

阪堺電気軌道 塚西 剛 阪堺 線 大阪府 大阪市 西成区 91 メ O 2 基 基 基 箇所

阪堺電気軌道 束粉A 的唱阪堺 線 大阪府 大阪市 住吉区 80 メ O 2 基 基 基 箇所

阪堺電気軌道 住吉 … 阪堺 線 大阪府 大阪市 住吉区 863 メ 0 3 基 基 基 2 鴫所

阪堺電気軌道 住吉鳥居前… 阪堺 線 大阪府 大阪市 住吉区 1.158 メ O 2 基 基 基 1 簡所

阪堺電気軌道 細井川 神n 阪堺 線 大阪府 大阪市 住吉区 68日 ノ O 2 基 基 基 1 箇所

阪堺電気軌道 安立町 何・阪堺 線 大阪府 大阪市 住吉区 934 ノ O 2 基 基 基 2 箇所

阪堺電気軌道 我孫子道 剛 阪堺 線 大阪府 大阪市 住吉区 2293 メ 4 基 基 基 4 箇所

阪堺電気軌道 大和川 開喝阪堺 練 大阪府 堺市 堺区 106 メ O 0 2 2 基 基 基 2 (2〉箇所 0 2 O

阪堺電気軌道 高須神社 呵・阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 534 メ ○ 2 基 基 基 2 箇所 1

阪堺電気軌道 綾ノ町 Ⅲ 阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 483 ノ O 2 1 運 基 基 2 (1)箇所

阪堺電気軌道 神明町 Ⅳゞ・阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 355 ノ 0 2 基 運 基 2 箇所

阪堺電気軌道 妙国寺前 岬引 阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 328 ノ O 2 這 遵 基 2 箇所

阪堺電気軌道 花田口 剛 阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 413 メ 0 2 基 基 基 2 重所

阪堺電気軌道 大小路 宣 阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 655 ノ O 2 基 基 基 2 箇所

阪堺電気軌道 宿院 ・甲 阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 599 ノ 0 O 2 2 遷 奥 基 2 〈2)箇所 O 2 O

阪堺電気軌道 寺地町 開・阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 325 ノ O 2 基 遍 基 2 箇所

阪堺電気軌道 御陵前 nv 阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 427 ノ O 2 基 1 基 2 箇所

阪堺電気軌道 束湊 ・ゞ・阪堺 線 大阪府 堺市 堺区 [00 ノ ○ 2 運 運 基 2 箇所

阪堺電気軌道 石凄北 イ1・阪堺 線 大阪府 堺市 西区 402 ノ O O 2 2 1 1 ぶ 2 (2)箇所 ○ 2 O

阪堺電気軌道 石津 Ⅲ 阪堺 線 大阪府 堺市 西区 348 ノ 0 2 基 遅 基 1 簡所

阪堺電気軌道 船尾 Ⅲ 阪堺 線 大阪府 堺市 西区 598 ノ O 2 遅 遵 基 2 箇所

阪堺電気軌道 浜寺駅前 憎v・阪堺 線 大阪府 堺市 西区 762 ノ O 3 基 運 基 1 箇所

阪堺電気軌道 天王寺駅前村・上町 線 大阪府 大阪市 阿倍野
区

10624 ノ O 1 1 1 (1)遅 遅 基 箇所 0 O 1 0

阪堺電気軌道 阿倍舒 岬 上町 線 大阪府 大阪市 1倍舒
区

1.989 ノ 0 O 2 2 基 1 遵 2 (2)簡所 O 2 ○

販堺電気軌道 松虫 間・上町 線 大阪府 大販市 4倍野
区

1.0日9 ノ 0 2 運 運 遍 2 箇所

阪堺電気軌道 東天下茶屋n・上町 線 大阪府 大阪市 阿倍野
区

1.551 ノ O 2 運 遅 基 2 箇所

阪堺電気軌道 北畠 開・上町 線 大阪府 大阪市 阿倍野
区

2357 ノ O 2 遷 暑 基 箇所

阪堺電気軌道 姫松 岬 上町 線 大阪府 大阪市 阿倍野
区

1730 ノ O 2 1 遷 這 箇所

阪堺電気軌道
帝塚山3丁 、,.

目
上町 練 大阪府 大阪市 住吉区 1.591 ノ 0 2 暑 暑 達 箇所

阪堺電気軌道
帝塚山4丁 、,.
目

上町 線 大阪府 大阪市 住吉区 939 ノ O 2 基 署 基 2 箇所

阪堺電気軌道 神ノ木 開・上町 線 大阪府 大阪市 住吉区 571 ノ O 2 基 去 遅 簡所

■ 線 ノ 刀 遅 遅 箇所

〈合計〉
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第4号様式 (目本産業規格A列4番)

移動等円滑化取組報告書 (軌道停留場)

(令和6年度)

住  所 大阪市住吉区清水丘三丁目14番72号

事業者名 阪堺電気軌道株式会社

代表者名 取締役社長 藤井 哲

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第9条の5の規定に基づき、次のとおり報告します。

Ⅲ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則第6条の2で定める要件に関する事項

(1)過去3年度における1日当たりの平均利用者数が3万人以上の軌道停留場を設置又は管理し
ている。

(2)過去3年度における1日当たりの平均利用者数が3000人以上3万人未満の軌道停留場を設置
又は管理していて、かつ以下のいずれかに該当する。
①中小企業者でない。
②大企業者である公共交通事業者等が自社の株式を50%以上所有しているか、又は自社に対
し50%以上出資している中小企業者である。

○


